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議事（１）越谷市入退院支援ルールについて 

 

入退院支援ルールとは（再掲） 

要介護・要支援者及び退院支援が必要な方が入院又は退院をするにあたって、病院

等と在宅関係者が円滑に連携し患者情報を共有するための標準的なルール 

 

（１）前回会議における議論 

  越谷市における入退院支援ルールの内容や経過について報告 

①入退院支援ルールの冊子についての意見   

②効果的な周知方法についての意見 

 

 

 

  【いただいた主な意見等】 

  ・越谷市のルールはとても分かりやすく、よくまとめられているので、今後も 

   きちんとアップデートを行っていく必要あり。 

  ・周知が重要である。ターゲットを絞って効果的に実施をしていくことが大事。 

  ・在宅サービスを行っている職員は内容を理解しているが、病院の病棟看護師等

の理解も必要であるため、研修の検討が必要である。 

  ・地域包括支援センターの業務を理解していない人もいるため、業務内容を掲載

してもらってよかった。 

 

 

（２）越谷市における入退院支援ルールについて 

 

〇 越谷市入退院支援ルールについて（再掲） 

 ・越谷市では、埼玉県の標準例を基準とし、入退院支援ルール意見交換会で出た

意見や越谷市内に従事する医療と介護関係者が定期的に集まり、研修等を実施

する会議での意見を越谷市医療と介護の連携窓口が集約し、今年度、越谷市の

入退院支援ルールのたたき台を作成した。 

 ・入退院支援ルールの目的は、「利用者（患者）の入退院がス

ムーズに行われるように、多職種が連携すること」である。 

 ・また、越谷市における入退院支援の基礎・基本という視

点で作成しているため、基本的な内容を盛り込んでいる。 

 ・定期的に運用状況の確認や評価を行い、その都度、意見

交換会の実施や地域包括ケア推進協議会で検討していく

予定。  
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〇 越谷市入退院支援ルールの冊子について（前回からの続き、変更点を掲載） 

 

① 全体的なデザイン 

・全体的にデザインを変更。文字の大きさ、字体、色、挿絵を変更し、全体的

な統一を図った。 

 

② 入退院支援ルールのイメージ図・フローチャート（資料２ P4～P6） 

イメージ図 

・入退院支援ルールの全体を理解してもらえるように作成。 

フローチャート 

・入退院支援の各場面における目標を明確にするために、入退院支援の目指

すべき姿と大切にしたい支援を入れた。（資料２ P5） 

・入退院支援の場面ごとに目的や注意すべきポイント等を入れて、職種別で

作成した。（資料２ P6） 

 

③ 入退院支援における診療報酬・介護報酬（資料２ P7） 

  ・報酬（加算）の目的や意味を記載。 

  ・職種別とし、場面ごとに関連のある報酬（加算）を記載。 

 

④ あんしんセットについて（資料２ P15） 

  ・チラシは両面で作成。準備をしてほしいものを言葉だけではなく、絵を掲載

することで、準備しやすいようにした。 

  ・また、救急医療情報キットの説明を入れて、あんしんセットだけではなく、

両方を活用できるように周知している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チラシ表 チラシ裏 
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（３）今後のスケジュールについて 

 

日程 内容 

令和 4年 

2月 

●令和 3年度第 2回地域包括ケア推進協議会（本日） 

 入退院支援ルールの経過と冊子の内容について報告 

 

●ホームページへの掲載（市ホームページ、連携窓口ホームページ） 

 

●越谷市入退院支援ルール説明会の実施 

 日時：2月 18日（金）13:30～ オンラインで実施 

 対象：越谷市内の介護保険事業所、地域包括支援センター、医療関係者等 

 内容：入退院支援ルールの経過、内容、あんしんセットの説明 

 

●（必要に応じて随時）市内の病院、各専門職団体への説明を実施 

 

令和 4年 

3月 

●越谷市入退院支援ルール説明会の実施（内容は 2月と同じ） 

 日時：3月 2日（水）13:30～と 19:00～の 2回 オンラインで実施 

 対象：越谷市内の介護保険事業所、地域包括支援センター、医療関係者等 

 内容：入退院支援ルールの経過、内容、あんしんセットの説明 

 

●入退院支援ルール冊子、あんしんセットのチラシ配布 

 

●（必要に応じて随時）市内の病院、各専門職団体への説明を実施 

 

令和 4年 

4月～ 

越谷市入退院支援ルールの運用開始 

 

【運用開始後】 

・ルールの運用に関する意見聴取やアンケートの実施（まずは半年を目安に） 

・意見聴取やアンケート結果をもとに冊子の評価を行う 

・診療報酬・介護報酬の改定に伴う報酬部分の内容の見直し 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

３．議事 

（２）地域ケア会議について 
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議事（２）地域ケア会議について 

１．地域ケア会議について 

 

本市における地域ケア会議の概要 

 

（１）地域ケア会議の構成 

 

地域ケア会議は、１つの会議ですべての機能を

果たすものではなく、個別・地区・市全体のレベ

ルごとの３つの会議を実施する。 

 

市全体レベルの会議 

地区レベル…地域包括支援ネットワーク会議 

個別レベル…ケース検討会議 

 

 

 

（２）地域ケア会議の設置単位と主催者 

 

地域ケア会議では、地区の特性を捉え、地区ご

との課題を検討、解決していくことが必要である。 

地区数が１３ある越谷市では、原則地区ごとに

会議を設置し、各地域包括支援センターが主催す

る。ただし、市全体レベルの会議については、全

市で設置し越谷市が主催する。 

  

 設置単位 主催者 

市全体レベル 全市 越谷市 

地域包括支援 
ネットワーク会議 

各地区 
各地域包括支援 

センター 

ケース検討会議 各地区 
各地域包括支援 

センター 
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２．地域ケア会議の実施状況等について 

 

（１）ケース検討会議（支援困難型） 

 

○ 開催方法 

   令和２年度までは、各地区センターなどの会場での集合形式で開催していたが、新

型コロナウィルス感染拡大防止の観点より令和３年１２月よりオンライン形式（Zoom）

での開催としている。オンラインでの参加が難しい方については、従来通り各地区セ

ンターなどの会場に来て参加することも可能としている。 

   今年度は、オンライン形式での会議を開始したばかりのため、見学者の受付を中止

している。来年度より見学者の受付を再開する予定としている。 

 

○ 開催回数 

平成２９年度までは概ね２か月に１回の開催とし、平成３０年度以降は自立支援型

ケース検討会議の検討・開始に伴い、年３回程度の開催としている。 

なお、新型コロナウィルス感染症のため、休止期間（令和２年２月～８月、令和３

年１月～令和３年８月）があり、開催回数が減っている。 

 

包括名 担当地区 H30 R1 R2 R3 

桜井 桜井 4 2 1 0 

新方 新方 4 3 1 0 

増林 増林 4 2 0 0 

大袋 大袋 4 2 1 0 

荻島・北越谷 
荻島 2 1 0 0 

北越谷 2 0 1 0 

出羽 出羽 4 2 1 0 

蒲生 蒲生 4 2 1 0 

川柳 ※ 川柳 2 1 0 0 

大相模 ※ 大相模 2 2 1 0 

大沢 大沢 4 2 1 0 

越ヶ谷 越ヶ谷 4 2 1 1 

南越谷 南越谷 4 3 1 0 

計 44 24 10 1 

                                 （R3は R3.12月末現在） 

   ※R2年 12月までは川柳・大相模として開催 
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○ 出席者 

ケース検討会議（支援困難型）の出席者は、医師・歯科医師・薬剤師・介護支援専

門員・民生委員の５職種の参加を必須としている。 

上記職種のほか、介護保険事業所・看護師・リハビリ専門職・自治会等の出席が多

かった。また、事例によっては、大学准教授や障害福祉サービス事業所の出席もあっ

た。 
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  ○ 開催概要    

   ＜検討された内容＞ 検討事例数：２４１件（平成２７年度～令和２年度） 

ケース検討会議で検討されている内容は、世帯状況、本人状況、地域の状況等で

複数の課題を抱えているケースが多く、問題が複雑化している。 

                          

・世帯状況は約７６％が独居高齢者または

高齢者のみ世帯。しかし、家族と同居し

ていても、家族に障がいや難病を持って

いるケースや家族が介入拒否をしている

ケースが多い。 

                         

                         

 

                              

  ・本人の状況として、認知症（軽度、疑い 

含む）の方が全体の半数を占めている。 

 

 

 

 

 

 

   

・地域との関わりについて、関係性が希薄 

なケースが約３０％を占めている。 

           ※特に顕著な地区は増林、南越谷地区で

あった。 

・一方で、地域との関わりが比較的あるの

は、桜井、新方、大袋、荻島地区であっ

た。 

    

                     

・かかりつけ医の不在と病識の欠如が 

約４０％あり、支援困難と結びつき 

やすいことが分かった。 

  

独居

52%

高齢者

のみ

24%

家族と同居

24%

世帯状況

見守り不在

7%

地縁の

欠如

25%

地域との関

わりあり

15%

該当なし

53%

地域との関わり

認知症

（軽度、疑い含

む）

62%

介護、介入拒否

24%

その他

14%

本人状況

かかりつ

け医不在

18%

病識

の欠

如

20%

その

他

62%

医療関連
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（２）ケース検討会議（自立支援型） 

 

○ 開催方法 

令和元年７月より、介護認定に結びついている者で、比較的軽度な方を対象とし、

その方の自立に向けた支援の検討を行う会議として従来から実施している支援困難型

ケース検討会議と平行して自立支援型ケース検討会議を行っている。 

市内の地域包括支援センターを北部地区と南部地区に分けて、２つの会議体で実施

している。 

令和２年度までは、地区センター等の会場で行っていたが、新型コロナウィルス感

染防止の観点から令和３年９月よりオンライン形式（Zoom）により開催している。令

和３年１月から８月までは、オンライン形式での開催のための準備・検討期間として

いた。 

 

○ 開催回数 

北部地区と南部地区の２つの会議体でそれぞれ毎月実施している。 

新型コロナウィルス感染症のため、休止期間（令和２年２月～８月、令和３年１月

～８月）があり、開催回数が減っている。 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R3は R3.12月末現在）      

※R2年 12月までは川柳・大相模としての開催 

包括名 R1 R2 R3 

桜井 2 1 1 

新方 2 1 1 

増林 2 0 0 

大袋 2 1 0 

荻島・北越谷 1 0 1 

出羽 2 0 0 

蒲生 1 1 1 

川柳 ※ 1 1 1 

大相模 － － 1 

大沢 1 1 0 

越ヶ谷 1 1 1 

南越谷 1 1 1 

計 16 8 8 
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○ 出席者 

ケース検討会議（自立支援型）の出席者は、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・リ

ハビリ専門職の５職種の参加を必須としている。 

上記職種のほか、介護保険事業所、介護支援専門員、生活支援コーディネーターも

出席している。 

 

 

  ○ 開催概要   

   ＜検討されたケースの傾向＞ 

     ・本人が「閉じこもりがち」や「物事に対して不安を持っている」人が多い。 

・新型コロナウィルスの影響により、半数以上が外出の自粛や他者との交流減少が

ある。 

    ・配偶者や子どもと同居し、支援を得られている人が多い。 

・変形性関節症や脊柱管狭窄症、脳梗塞後遺症による麻痺などの整形疾患を持って

いる人が多い。 

    ・高血圧、心不全の循環器系疾患を持っている人が多い。 

    ・移動手段として、杖や歩行器等、何か道具を利用している人が多い。 

    ・見守り者の不在や地縁の欠如など、地域との関わりが薄いというケースは少ない。 

 

 

 

   ●会議を開始してから３年目であり、引き続き自立支援のためのケース検討事例を

積み重ねていく必要がある。 

 

   ●自立した部分があったのか、どんなアドバイスが有効だったのか、さらに分析・ 

確認していく必要がある。 
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  （３）地域包括支援ネットワーク会議 

地区レベルの地域包括支援ネットワーク会議は、従来通り地区センター等の会場に

て実施を基本としているが、同様の開催内容を複数回実施して参加人数を制限したり、

グループワークは実施せずに講義形式にしたりして、新型コロナウィルス感染対策に

留意し、令和３年７月より会議を再開している。 

 

  ○ 開催回数 

地区ごとに複数回の頻度で開催することとしている。 

なお、令和元年度から令和２年度については、新型コロナウィルス感染症のため、

休止期間（令和２年２月～８月、令和３年１月～３月）があり、開催回数が減少して

いる。 

包括名 担当地区 H30 R1 R2 R3 

桜井 桜井 3 1 1 1 

新方 新方 3 2 0 0 

増林 増林 3 1 0 1 

大袋 大袋 3 2 1 0 

荻島・北越谷 
荻島 3 2 0 1 

北越谷 3 1 0 0 

出羽 出羽 3 2 0 2 

蒲生 蒲生 3 6 0 2 

川柳 ※ 川柳 3 2 0 1 

大相模 ※ 大相模 3 2 1 1 

大沢 大沢 3 2 0 0 

越ヶ谷 越ヶ谷 3 2 1 1 

南越谷 南越谷 3 2 1 0 

計 42 23 5 10 

                                （R3は R3.12月末現在） 

※R2年 12月までは川柳・大相模としての開催 

 

  ○出席者数 

地域包括支援ネットワーク会議の出席者は、医療関係者・介護関係者、地域の代表者

（自治会長等）から幅広く出席を求めることとしている。 

 H30 R1 R2 R3 

出席者数    （延） 1,738 1,143 187 292 

                                （R3は R3.12月末現在） 
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 ○ 開催概要 

   ① 主な開催内容 

 

    【共通テーマ】 

     ・地域包括ケアシステムの構築について 

     ・個別のケース検討会議の報告 

    

 【以下、地区ごとのテーマ】 

     ・地域の支え合い活動について（地域支え合い会議について） 

     ・コロナ禍の生活様式やその現状について 

・認知症の方や家族が利用できるサービスについて 

・成年後見制度の活用について 

・メンタルヘルスについて             など 

                                  

 

    ② 会議の結果を受けて地域で取り組んだこと 

      

・地域の社会資源を共有し、地域が連携して支え合う体制づくりへつなげるこ 

とができた。（平成 30年より新方地区内の自治会で「ちょっと手助け隊」 

の取り組みを実施） 

・社会資源マップの作成（越ヶ谷地区） 

・認知症サポーター養成講座の実施や認知症当事者の講演を通じて、認知症に 

対する理解を深めた。（増林、蒲生、南越谷地区など） 

・介護予防リーダー養成講座の新規団体が増えて、地域の通いの場が増えた。 

      （増林、北越谷地区など） 

・あいさつ運動の実施（蒲生地区） 

・包括の周知のために、自治会の掲示板の活用を行う。（大沢地区） など 

             

 

 

 

 

●会議の内容から、地域の課題解決に向けたアプローチが進んできている。 

  引き続き、他の施策や事業とも連携し、課題解決のための具体的な動きも 

支援していく。 
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３．各地区に共通する地域課題について 

  

（１）市レベルの課題について 

   平成２９年度以降のケース検討会議、地域包括支援ネットワーク会議の内容を分析

したところ、見えてきた課題は、平成２７、２８年度に抽出した市レベルの課題と同

様の傾向であった。 

 

   ○平成２９年度～令和２年度に検討されたケースから見える顕著な状況 

     ア 独居である 

     イ 認知症の症状がある 

ウ 地域とのつながりが薄い 

エ 多問題世帯である（８０５０問題等） 

オ 病識が欠如している 

カ 閉じこもりがち、物事に対し不安を持っている 

キ 加齢に伴う整形疾患や、生活習慣病がベースとなる循環器及び脳血管疾患がある 

ク 歩行補助用具を利用している 

ケ コロナ禍における外出の自粛、他者との交流の減少 

 

今回、見えてきた課題  これまでの市レベルの課題 

（ア～ケ全てから） 

① 支援を必要としている高齢者等

の把握と見守り 

 Ⓐ 認知症の理解促進 

Ⓑ 認知症の人を地域で支える担い手の育成 

Ⓓ 地域包括支援センター等の周知 

Ⓔ 多職種連携 

（イ、ウ、オから） 

② 認知症の理解・周知 

Ⓐ 認知症の理解促進 

Ⓑ 認知症の人を地域で支える担い手の育成 

（ウ、エ、オ、カから） 

③ 支援拒否ケースへの介入 

Ⓓ 地域包括支援センター等の周知 

Ⓔ 多職種連携 

（ア、ウ、エ、オ、カから） 

④ 集合住宅への介入 

Ⓓ 地域包括支援センター等の周知 

Ⓔ 多職種連携 

（ウ、カ、キ、ク、ケから） 

⑤ 介護予防・重度化防止への意識付け 

Ⓒ 要介護や認知症予防に関する普及啓発 

Ⓕ 地域包括ケアシステムの周知 

Ⓖ 通いの場の創設 

（ア～ケ全てから） 

⑥ 地域包括支援センターの認知度

の向上 

Ⓓ 地域包括支援センター等の周知 

Ⓔ 多職種連携 

Ⓕ 地域包括ケアシステムの周知 

あ
て
は
め
る
と
・
・
・ 



- 13 - 

（２）具体的な取り組みについて 

 

市レベルの課題に対する、現在の取り組みや今後の対応等については以下のとおり。 

なお、網掛けになっている事業は、令和２年度以降、新たに事業化されたものと、

今後実施予定のものである。 

市レベルの課題 現在の取組みや今後の対応等 

Ⓐ 認知症の理解促進 

認知症サポーター養成講座の活用 

・歯科医師会での実施 

・小中学校での実施 など 

・ふらっとおおぶくろ・がもうを活用し、来場者に認知症

への理解を深めていただくための周知・啓発、イベント

を開催（令和２年度から） 

Ⓑ 認知症の人を地域で支える

担い手の育成 

認知症サポータースキルアップ講座の開催（平成２９年度～） 

～概要～ 認知症サポーター養成講座を受講した者を対象 

に、具体的な対応方法の習得等、より実践的な講座

の受講を通じ、地域で支える担い手を養成する。 

・チームオレンジ（認知症サポーターの地域活動を推進 

する交流拠点）の設置に向けた検討を開始 

（令和３年度から） 

Ⓒ 要介護状態や認知症予防に

関する普及啓発 

各種講演会等の開催 

・認知症予防講演会の開催 

・地域包括支援センター等による健康教育 など 

・自宅でできる体操動画やリーフレットの作成 

（令和２・３年度） 

・リハビリテーション専門職による訪問支援事業 

（令和２年度から） 

・専門職の出張講座の拡充（口腔ケア、栄養、薬） 

（令和３年度から） 
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市レベルの課題 現在の取組みや今後の対応等 

Ⓓ 地域包括支援センター等の

周知 

地域包括支援ネットワーク事業 

・地域包括支援センターのＰＲ活動 

・関係機関・団体等への挨拶周り  など 

・大袋地区に地域包括支援センター大袋の出張所を開設

（令和２年度から） 

・地域包括支援センター大相模を設置（令和２年度から） 

・地域包括支援センター大沢を大沢地区センター内へ 

移設（令和３年９月から） 

・すべての日常生活圏域に地域包括支援センターを設置

予定 

Ⓔ 多職種連携 

多職種協働研修の開催 

・介護支援専門員と民生委員の連携会議の開催 

・介護支援専門員と医療機関関係者との連携会議の実施 

（令和元年度） 

Ⓕ 地域包括ケアシステムの 

周知 

各種周知の実施 

・出張講座の実施 

・健康教育での実施 

・地域包括支援ネットワーク会議の実施 

・広報こしがやへの掲載 など 

Ⓖ 通いの場の創設 

介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

 ・一般介護予防事業による各種事業 

・ＮＰＯ、ボランティア等によるサービス提供 

（サービスＢ）の実施（平成２９年度から） 
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４．オンライン形式での取り組み状況（ケース検討会議（自立支援型）） 

（１）検討事例数及び会議時間 

 

①令和２年度までは、１回の会議につき２事例の検討を行っていたが、限られた時間

内でより議論を深めるため、令和３年度より１事例に絞って検討をしている。 

②１事例に絞ることに伴い、会議の時間を１時間３０分から１時間に短縮した。 

 

（２）会議開催の流れ 

 

①会議の準備 

   会議開催の１週間前に出席者には、当日出席する環境と同じ環境での接続確認を 

お願いしている。 

 

会議の２か月前～１か月前 専門職団体へ出席依頼の送付 

会議の２週間前 出席者へ会議資料の配付 

会議の１週間前 

 

主催者と出席者で接続確認の実施、 

質問事項の確認 

 

②会議当日 

  

タイムスケジュール（例） 

 【開会前】 

１２：４５～１３：００（１５分） 出席者の入室、音声等の確認、 

会議の目的、注意点の説明 

 【開会】 

１３：００～１３：０３（３分） 開会 

１３：０３～１３：１５（１２分） 事例の概要説明 

（事例提供者、サービス提供事業所） 

１３：１５～１３：４５（３０分） 課題の整理、質問、助言 

１３：５０～１３：５５（５分） 休憩（まとめの準備時間） 

１３：５５～１４：００（５分） 会議のまとめ、閉会 

 

  

  



- 16 - 

（３）会議資料 

 

・オンライン形式で会議を開催するにあたり、よりわかりやすくするため、事例提供者

が「検討シート（Ｐ１８参照）」と「エコマップ（Ｐ１９参照）」を作成し、事例の概

要と検討したい内容が１枚の資料で把握できるようにした。これまで配付していた

「利用者基本情報」は、「検討シート」と「エコマップ」に集約されているため削減

した。 

 

会議資料一覧 

①検討シート（Ｐ１８参照） 

②エコマップ（Ｐ１９参照） 

③主治医意見書 

④服薬内容（お薬手帳の写し等） 

⑤生活機能評価 

⑥介護予防アセスメント 

⑦介護予防サービス・支援計画表 

⑧利用サービスの個別計画書 

 

・会議中に説明内容をよりわかりやすくするため、事例提供者がパワーポイント 

（Ｐ２２～Ｐ２４参照）で作成した事例概要の画面共有を行いながら説明している。 

 

・会議資料は、これまでは事前に配布したものを会場に持参してもらい回収していたが、

オンラインでの開催にあたり、会議終了後に各自での破棄をお願いしている。 
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（４）オンライン形式で感じた主なメリット 

 

 ①会場に集合しないことで新型コロナウィルスの感染対策となっている。 

 ②出席者が職場から参加できるようになり、移動時間が短縮し、会議に参加しやすく

なった。 

 ③事例説明や助言内容を画面共有することで出席者間での会議内容の共通認識を持つ

ことができている。 

 ④個人情報に配慮しながら、対象者の姿勢や歩行、家屋の状況に関する画像や動画を

画面共有することで対象者の状態像をより理解しやすくなった。 

 

（５）課題 

 

①出席者の通信環境によりスムーズに参加できない場合がある。 

②出席者が発言のタイミングをうかがうのが難しく、司会者からの一方的な指名によ

り助言を求める形となる場合がある。 

 ③オンラインの画面上で顔は見えているものの「顔の見える関係性づくり」という点

では、関係性の構築が難しくなっていることも考えられる。 

 ④出席者に、会議１週間前に接続確認をお願いするなど、負担がかかっている。 

 ⑤会議で出た意見を集約してオンライン上でより分かりやすくするため、事例検討後

に５分間の休憩を挟み、その間に主催する地域包括支援センターがパワーポイント

にて助言内容のまとめを行っているが、議論が深まると予定の会議時間を超過して

しまう場合がある。 

 

（６）今後の方向性 

 

①オンライン形式の会議は、上記の課題もあるがメリットもあることから、新型コロ

ナウィルス感染症が収束した後も引き続き、実施していく。 

②上記課題について、地域包括支援センターと地域ケア会議等検討部会にて改善に向

けて議論を行っていく。 

③今年度は、オンライン形式での会議を開催したばかりのため、見学者の受付を中止

している。来年度より見学者の受付を再開していく予定となっている。 

④個別事例の支援方法の検討後、地域課題の抽出に向けて、高齢者が設定した目標に

向かい生活していく上で必要と考えられるサービスや環境等について出席者から意

見をいだだく予定である。 
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検討シート 
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